
平成１２年（２０００年）１０月８日　日本海新聞

避難所での様子
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平成１２年（２０００年）１０月１６日　読売新聞

食糧供給は全て弁当で行われた

防水シートの需要が最も多かった
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Chapter２　震災の記録

震災誌平成１２年鳥取県西部地震

　県では、平成１２年６月３０日に県内における災害発生時の被
災者救援等に速やかに対応するため、県内の大規模小売店舗事
業者等と、食料品、衣類、日用品等の「生活関連物資の調達に
関する協定」を締結していた。
　地震発生後、被災市町村から防水シート等の支援要請が殺到
したが、被災の翌日の７日から９日までは「体育の日」を含む３連
休にもかかわらず、おおむね速やかに協定締結業者等から調達す
ることができ、市町村へ支援することができた。

物資名 数量 物資名 数量
防水シート ８，４３５枚 水用ポリタンク（２０リットル）３，０００個
トイレットペーパー １，３７６個 段ボール箱 １，５００個
仮設トイレ（簡易水洗） ５９棟 石油ストーブ（※自衛隊から） ２５台
カイロ １，１１０個 下着 ６００着

緊 急 物 資 調 達

食糧
（１）手配期間　１０月７日～１０月２７日
（２）調達数　　５９，９２９食

※　食糧供給は全て弁当で対応
（境港市２，７０５食、西伯町１４，１５８食、会見町４，８０２食、
日野町３８，２６４食）

生活関連物資
（１）主な調達物資
（２）調達状況

　調達先はほとんどが生活物資取扱業者業者であったが、
県外自治体からも防水シート５００枚（兵庫県）を調達した。

医療物資（災害救助用毛布）
（１）配布期間　１０月６日～８日　※　９日以降の要請なし
（２）配布枚数　３，９５０枚

（境港市１５０枚、西伯町２，０１０枚、会見町１００枚、岸本町
３０枚、淀江町１５０枚、日野町１，２６０枚、溝口町２５０枚）
※　県備蓄分１，５３０枚、日赤備蓄分１，９２０枚、創価学会５００枚

（３）その他　災害用救急医療品の提供あり



被災地に届けられた救援物資

平成１２年（２０００年）１０月１５日　読売新聞
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写真の選定・レイアウトやり直し

市町村役場で対応する職員たち
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Chapter２　震災の記録

震災誌平成１２年鳥取県西部地震

　被災市町村における応急対策、復旧対策を支援するため、県
から市町村へ職員を派遣した。
　その総数は、出張による派遣、派遣命令による派遣などを合わ
せると、延べ２，８４４人・日（平成１３年６月３０日まで実施）となっ
ている。

応援先 延べ人数 応援先 延べ人数 応援先 延べ人数
米子市 ４３ 日吉津村 ２８     江府町 ８４
境港市 ２４ 淀江町 １      溝口町 ２５３   
西伯町 ５３９ 名和町 １      西部市町村一円 ８      
会見町 ２０５ 日南町 １３ 日野郡一円 ２１     
岸本町 ５３ 日野町 ６７２ 境港管理組合 １６     

計 １，９６１

応援先 延べ人数 応援先 延べ人数 応援先 延べ人数

西部県民局 ２４ 米子地方農林
振興局 １０１ 根雨土木

事務所 ９２

西部健康福祉
センター ７ 日野地方農林

振興局 １５４ 企業局西部
事務所等 ３５

西部健康福祉
センター（日野） ５ 米子土木

事務所 ７６ 教育委員会
西部事務所等 ６９

計 ５６３

（１）市町村等への応援

（２）県地方機関への応援

応 援 職 員 の 派 遣

長期派遣
（１）県地方機関への応援（兼務発令によるもの）

米子土木事務所　２名
日野総合事務所　１５名

（２）町村等への応援
（地方自治法第２５２条の１７第１項の規定に基づく派遣命令
によるもの）

西伯町　１２名
日野町　２名
境港管理組合　４名

短期派遣（出張による派遣によるもの）



西部地区に派遣された中国管区広域緊急援助隊

航空応援のために集結した消防防災ヘリコプター
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　地震発生当日は、偶然、鳥取市において中国管区広域緊急援
助隊の訓練が行われていた。
　地震発生を受け、岡山県警察ヘリコプター（わしゅう）が鳥取空
港を離陸し、ヘリテレにより県内主要幹線道路をはじめ県内各地
域の映像を県警察特別災害警備本部、警察庁等へ送信した。し
かし、当時は県災害対策本部とはヘリテレ情報を共有する仕組み
がないなど課題があり、その後改善に向けた取り組みが行われた。
　また、１４時３０分頃には、広島県警察ヘリコプター（みやじま
１号）が、地震による大山登山道の崩落により孤立していた登山
者をホイストでつり上げて救助し、大山山麓まで無事救助した。

（１）派遣期間　１０月６日～１５日
（２）支援人員　延べ４１７名

　地震発生後、消防庁から緊急消防援助隊の派遣要請の有無
について問い合わせを受けたが、１４時１７分に県代表消防機関

（東部消防）から「西部消防局から自力で対応可能であるとの連
絡を受けたので、緊急消防援助隊の要請は行わない。」との回答
を得たため、その旨消防庁に報告した。
　また、広島県及び広島市のヘリコプターに「大規模特殊災害に
おける広域航空消防応援実施要綱」に基づく応援を要請し、神
戸市ヘリコプターからも自主的に出動した旨の連絡を受け、それ
ぞれから次のとおり支援を受けた。

（１）神戸市ヘリコプター
支援内容：県西部地区の情報収集
活動状況：

１４：００　出動
１５：４０　淀江町、大山町上空偵察開始
１６：５６　大山三鈷峰ユートピア小屋付近要救助者捜索
１６：５９　検索により要救助者なしを確認
１７：３４　帰投連絡
１８：２０　神戸市帰還

（２）広島市ヘリコプター
支援内容：県西部地区の情報収集
活動状況：

１４：１０　出動
１５：４２　西伯町より上空偵察開始
１７：３７　帰投連絡
１８：２０　広島市帰還

（３）島根県ヘリコプター
支援内容：

県西部地区及び島根県東部地区の情報収集及び消防庁へ
のヘリテレ映像の配信

広 域 緊 急 援 助 隊 の 派 遣緊 急 消 防 援 助 隊



自衛隊の設置した入浴施設を利用する被災者
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Chapter２　震災の記録

震災誌平成１２年鳥取県西部地震

　地震発生当時、陸上自衛隊第八普通科連隊は、連隊長以下
連隊の大部分は富士地区において演習中であったが、副連隊長
以下約２００名の隊員をもって、直ちに普段の訓練どおり派遣の
準備を行い、地震発生後約３０分後には、偵察要員、各機関に
対する連絡要員が出発した。
　県では、地震発生後から５９分後の１４時２９分に第八普通科
連隊に災害派遣要請を行った。駐屯地においては、県との連絡
を保ちつつ、自ら情報収集活動を実施し、速やかに要請に応じ、
救助活動を実施し、翌日には連隊主力も合流し、本格的な救助
活動を実施した。
　また、自衛隊による個人住宅への屋根シート張りの救助活動が
全国で初めて実施された。

（１）派遣期間
１０月６日～１０月１８日正午

（２）派遣概要
支援人員

延べ１，５４６名（米子駐屯地１，１８６名、美保基地３６０名）
支援車両

４７２両（米子駐屯地４４９両、美保基地２３両）

（３）主な活動実績
給食支援
４，０００食（主食２，０００食、副食（味噌汁）２，０００食）

給水支援　　１４４．４トン
入浴支援　　６４０名（利用者）
生活救護支援

屋根シート張り１３８軒、崩落防止シート張り１２箇所
その他　　　派遣ヘリフライト　８回

（４）派遣要請の手続き
　県が行った災害派遣要請（全９回）及び部隊等の撤収要請（全
７回）については、次のとおりである。

要請日 要請理由 派遣期間 活動希望区域 活動内容

平成 12 年
10 月6日

鳥取県西部地震により鳥取県西部地域のビル、家屋等が崩壊し、水道
管等が諸処寸断されており、被災者の人命救助及び当面の生活支援の
ための自衛隊の派遣が必要とされるため。

平成１２年１０月６日から
派遣を必要としなくなっ
た時期までの間

鳥取県西部区域 人命救助、給食、給水、人員及び
物資等の緊急輸送等の必要な活動

平成 12 年
10 月7日

鳥取県西部地震により境港市竹内団地地域が液状化現象を起こし、排
水溝に土砂が溜まって、排水が困難となり、竹内団地住民の生活に支
障をきたした。しかし、土砂の排除のために機械力を使用できず、多数
の人力による作業に自衛隊の派遣が必要とされるため。

平成１２年１０月７日から
派遣を必要としなくなっ
た時期までの間

境港市竹内団地
地域 排水溝等の土砂撤去

鳥取県西部地震により日野町及び会見町の住民家屋の屋根が破損し、
独居高齢者等の生活に支障をきたし、当面の生活支援に自衛隊の派遣
が必要になったため。

鳥取県日野町、西
伯町及び会見町

損壊した独居高齢者等への防雨用
シートの展張

平成 12 年
10 月8日

鳥取県西部地震により日野町周辺の家屋が倒壊し、またガス・水道等
が使用できず、住民の入浴が困難になり生活に支障をきたし、当面の
入浴支援に自衛隊の派遣が必要になったため。 平成１２年１０月８日から

派遣を必要としなくなっ
た時期までの間

鳥取県日野町 入浴支援に必要な活動

鳥取県西部地震により西伯町周辺の住民家屋が、土砂の崩壊による損
壊の危険があり、崩壊の可能性のある土砂を事前に除去し、住家家屋
の損壊を防止する自衛隊の派遣が必要になったため。

鳥取県西伯町 危険な崩壊土砂の除去

平成 12 年
10 月9日

鳥取県西部地震により西伯町及び日野町周辺の住民民家の屋根が損
壊し、独居高齢者及び身体障害者の生活に支障をきたし、当面の生活
支援に自衛隊の派遣が必要になったため。

平成１２年１０月９日から
派遣を必要としなくなっ
た時期までの間

鳥取県西伯町及
び日野町下榎

ア．損壊した独居高齢者及び身体障
害者宅への防雨用シートの展張
イ．崩壊する危険のある土砂への
シートの展張

鳥取県西部地震により山腹クラックが多数確認されており、今後の降雨
によっては山腹崩壊による道路、河川、人家への被害の発生が懸念さ
れており、山腹クラックの監察調査のための自衛隊の支援が必要とされ
るため。

平成１２年１０月９日午
後１時～午後２時 鳥取県西伯町 県職員による緊急調査への自衛隊ヘ

リコプターによる支援

鳥取県西部地震により鳥取県溝口町内の家屋が損傷し、高齢者等の生
活に支障をきたしているが、現在溝口町では消防団等が全力でがけ崩
れの修復を実施中であり、他に代替力がなく、当面の生活支援に自衛
隊の派遣が必要になったため。

平成１２年１０月９日から
派遣を必要としなくなっ
た時期までの間

鳥取県溝口町畑
池、三部、大坂、
溝口、谷川

損壊した高齢者世帯家屋に対する
シートの展張

平成 12 年
10 月12日

鳥取県西部地震により米子市の住民民家の屋根が損壊し、今後雨漏り
が予想され、独居高齢者及び身体障害者の生活に支障をきたしている。
消防署にも依頼しているが、消防署単独での作業は困難であり、当面
の生活支援に自衛隊の派遣が必要になったため。

平成１２年１０月１３日
から派遣を必要としなく
なった時期までの間

鳥取県米子市 損壊した独居高齢者及び身体障害
者宅への防雨用シートの展張

自衛隊に対する災害派遣要請

自 衛 隊 の 災 害 派 遣



液状化現象によって流出した
土砂を撤去する自衛隊

The Western Tottori prefecture earthquake in 2000

自衛隊災害派遣の撤収要請
要請日 要請理由 撤収要請希望日時 撤収を要請する部隊等

平成 12 年 10 月8日
鳥取県西部地震により鳥取県西部地域のビル、家屋等が崩
壊し、水道管等が諸処寸断されたが、給水を除く必要な活
動の自衛隊の派遣が必要でなくなったため。

平成１２年１０月８日
午前１１時００分 車両及び人員

平成 12 年 10 月8日
鳥取県西部地震により西伯町周辺の住民家屋が、土砂の崩
壊による損壊の危険があったが、崩壊の可能性のある土砂
の除去作業が終了し、自衛隊の派遣の必要がなくなったため。

平成１２年１０月８日
午後４時４５分 車両及び人員

平成 12 年 10 月10日

鳥取県西部地震による西伯町、会見町、日野町及び溝口町
の住民家屋に対するシート展張活動が終了し、自衛隊の派
遣の必要がなくなったため。

平成１２年１０月１０日
午後４時 車両及び人員

鳥取県西部地震により境港市竹内団地が液状化現象を起こ
し、排水溝に土砂がたまるなどの支障をきたしたが、土砂の
排除活動が終了し、自衛隊の派遣の必要がなくなったため。

平成１２年１０月１０日
午後２時１０分 車両及び人員

平成 12 年 10 月13日 鳥取県西部地震による米子市の住民家屋に対するシート展
張活動が終了し、自衛隊の派遣の必要がなくなったため。

平成１２年１０月１３日
午後７時 車両及び人員

平成 12 年 10 月15日 鳥取県西部地震による日野町の住民に対する給水活動が町
で対応可能となり、自衛隊の派遣の必要がなくなったため。

平成１２年１０月１５日
午後６時 車両及び人員

平成 12 年 10 月18日
鳥取県西部地震による日野町の住民に対する入浴支援が、
入浴施設（リバーサイドひの）の復旧により可能となり、自衛
隊の派遣の必要がなくなったため。

平成１２年１０月１８日
正午 車両及び人員

自衛隊活動実績内訳
支援内容 対象市町村 単位 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 計

給食支援 日野町 食 1,000 1,000 2,000 4,000 
給水支援 境港市、日野町、会見町 トン 6.0 25.0 24.5 33.1 24.3 10.6 11.4 4.6 3.2 1.7 144.4 

屋根シート張り 日野町、会見町、西伯町、
溝口町、米子市 軒 6 82 13 22 138 

崩落防止シート張り 西伯町、溝口町 箇所 12 12 
入浴支援

（入浴者数） 日野町 人 67 70 165 124 63 74 50 22 5 640 

ストーブ貸し出し 西伯町 台 25 25 

※　日ごとの活動実績は判明分のみ記載しており、個別数値の合計と「計」欄とは一致しない場合がある



宅地・建物の危険度判定

被災建築物応急危険度判定を行う判定士

石垣や塀などにも多くの被害が発生した

Chapter２　震災の記録

震災誌平成１２年鳥取県西部地震

　地震により被災した建物について、余震による二次災害の
危険性を防止するため、応急危険度判定を行った。応急危
険度判定の実施体制が未整備で、体制整備を検討中であっ
たため、危険度判定の判定士の召集は、( 社 ) 鳥取県建築
士会に要請し、建築士相互の電話連絡等の活動により、最
終的に延べ３００人を超える建築士の参加を得た。
　また、判定により過大な心配や誤解を与えたり、り災証明の
判定と混乱するなどのトラブルが発生したため、応急危険度判
定終了後に民間判定士による個別の巡回相談を実施した。

（１）実施時期
平成１２年１０月７日～２０日（１４日～２０日は規模を縮小）

（２）対象地域
米子市、境港市、西伯郡、日野郡の１４市町村

（３）調査人員　延べ３００人以上
（４）調査結果　調査件数　３，８４９件

「危険」と判定したもの　４３５件
「要注意」と判定したもの　１，３９５件
「安全（調査済）」と判定したもの　２，０１９件

地震により被災した宅地について、二次災害を防
止し住民の安全を確保するため、県職員等が被災宅
地危険度判定を行った。

（１）実施期間
平成１２年１０月２０日～１１月２８日

（２）対象地域　１市７町
（３）調査人員　　延べ１４３人（３６班）

内訳：県職員 72 人、市町村職員 36 人、
県建設業協会員 35 人

（４）調査結果　　調査件数３９６件
「危険」と判定したもの　　１３９件
「要注意」と判定したもの　１５５件
「安全（調査済）」と判定したもの　１０２件

被災建築物応急危険度判定

被 災 宅 地 危 険 度 判 定
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　地震直後から、被災した家屋について、各市町村でその被害
状況の調査を行い、り災証明を発行した。り災証明は、各種の
住民負担（税金、授業料など）の減免、補助金・貸付金の交付、
見舞金の支給、損害保険の算定など、官民にわたる様々な手続
きにおいて被害を証明するものとして幅広く活用されるもので、発
行は市町村の責任で行うものであるが、この地震では主に建築技
術職員のいない町村を対象に、り災証明の発行の技術支援として
民間の建築技術者の派遣を行った。

市町村名 申請件数 発行件数
全壊 半壊 一部破損 計

米子市 ８，２９２   ２２５    １，３３５  ６，７３２   ８，２９２   
境港市 ２，０７７   ２９２    ４９４    １，２９１   ２，０７７   
西伯町 １，４２０   ４１      ４０１    ９７８     １，４２０   
会見町 ７４７     ２       ４４      ７０１     ７４７     
岸本町 ８４２     ０       １０      ８３２     ８４２     

日吉津村 １９０     １       １２      １７７     １９０     
淀江町 ２６９     ０       ０       ２６９     ２６９     
大山町 １２５     ０       １       １２４     １２５     
名和町 ９        ０       １       ８        ９        
中山町 ３        ０       ０       ３        ３        
日南町 ２５３     ０       １１      ２４２     ２５３     
日野町 １，３００   １２３    ４１９    ７５８     １，３００   
江府町 ２０３     ０       １       ２０２     ２０３     
溝口町 １，４８２   １６３    ３０１    １，０１８   １，４８２   

計 １７，２１２ ８４７    ３，０３０  １３，３３５ １７，２１２ 

（１）実施時期　平成１２年１０月１６日～１２月２５日
（２）派遣人員　延べ２１９人（（社）鳥取県建築士事務所協会）
（３）判定基準　神戸市作成の被害家屋調査要領を採用

※　市町村によってはその他の判定基準を追加

り災 証 明 の 発 行

り災証明の発行状況　（平成１３年１１月３０日現在）
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建設戸数 黒坂（黒坂小学校校庭）１６戸、下榎６戸、安原２戸、野田４戸
計２８戸（建設地は日野町のみ）

建設期間 平成１２年１０月２３日から順次完成
平成１４年１２月１０日に最終撤去

仕様概要
約３０平方メートル（和室２間と風呂、トイレ付き）
業者レンタルで、経費は建設・解体費とリース料込みで一戸当
たり４，２７０千円

•
•

入居世帯 ２８世帯７２人（平成１２年１１月２４日現在）

　地震により住居を失った被災者に対し、当座の生活拠点として、
日野町内に仮設住宅が建設された。仮設住宅は、災害救助法の
救助の一環として、応援協定に基づき社団法人プレハブ建築協
会の協力を得て県が建設した。
　１０月１０日に建設が決定された仮設住宅は、１２日から建設に
着手し、２３日にはまず１２戸が完成、合計２８戸建設された。
　その後、住宅の再建等に伴って仮設住宅は順次撤去され、平
成１４年１２月１０日には全て撤去された。

仮 設 住 宅 の 建 設

仮設住宅の概要
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被災者を訪問し、相談を受け付ける警察コスモス隊
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　西部地区を中心に、１７病院で壁の亀裂、水道管・窓ガラスの
破損等の被害が生じるとともに、震源地に近い医療機関が、停電、
断水等により一時機能停止状態となった。よって、多数の患者を
他の医療機関に転院させる必要が生じたため、３病院（日野、西
伯、済生会境港総合病院）の入院患者１８８名について、鳥取大
学附属病院他に受入要請を行い転院の措置をとった。

市町村名 病院名 被害の状況

日野町 日野病院 受水槽に亀裂、壁の一部タイル崩
れなど

西伯町 西伯病院 天井水漏れ、外壁・廊下・床等に
亀裂など

岸本町 大山リハビリテーション病院 建物数カ所に亀裂など
日南町 日南病院 外壁・廊下・床等に亀裂など
溝口町 溝口中央病院 建物数カ所にひび割れなど

米子市

鳥取大学医学部附属病院 病棟～第二診療等の渡り廊下に一
部亀裂、壁一部落下

博愛病院 水道管破裂、外壁・廊下・床等に
亀裂など

米子中海病院 廊下・床等に亀裂など
山陰労災病院 壁等に亀裂など

高島病院 高層棟屋上、外部周りの外壁に亀
裂など

医療法人勤誠会米子病院 水道管破裂、病理棟と病棟及び病
棟接続部の亀裂など

広江病院 柱・壁・床のひび割れなど

皆生温泉病院 貯水槽破損、エレベータ停止、ひ
び割れなど

境港市 鳥取県済生会境港総合病院 旧外来棟・東病棟に亀裂など
医療法人元町病院 外来棟・手術室等にひび割れなど

倉吉市 谷口病院 建物の一部に亀裂
信生病院 電気設備停止

病院の被害状況

　震災後の住民に対する健康相談やメンタルケアに対応するた
め、健康福祉センター（保健所）、精神保健福祉センター、県立
病院・市町村等の医師、保健士、看護士等が様 な々取り組みを行っ
た。また、鳥取大学医学部、国立療養所鳥取病院、鳥取県精神
科病院協議会の協力を得て、メンタルケア相談を実施した。さらに、
民生委員、福祉関係職員も高齢者・障害者等に対し、福祉相談
に取り組んだ。
　また、被害の大きかった地域や県道の通行止が続く地区につい
ては、市町村と連携を図りながら継続して健康相談等を実施した。

実施概要 実績等

避難所、高齢者・障害者等の家庭訪問による健康相談・
生活指導等を実施

延３０５人を派遣し、
避 難 所 巡 回 延 べ
１２９箇所、家庭訪
問延べ１，２００件

地元要請により米子市安倍彦名地区の住民健康相談
を実施 ３１件

高齢者、障害者等に対する福祉相談を実施 延べ９０人を派遣
西部健康福祉センターに電話相談窓口を設置。個別
訪問指導も実施

巡回相談７３件、電
話相談１３１件

西部健康福祉センター及び日野地域保健福祉部に電
話相談窓口を設置。個別訪問指導も実施 相談件数５０件

精神保健福祉センターの医師、心理判定員等による相
談対応（西部健康福祉センターで実施） ９件

西伯郡内を対象に児童相談所の心理判定員等による
相談対応（西伯小学校に設置）

電話相談２件、来所
相談１１件

西伯郡内を対象に児童相談所の心理判定員等による
相談対応（西伯プラザ（土、日のみ開設）に設置）
相談対応者に対する精神保健福祉センター所長による
メンタルケア対応に関する講義等
４種類のリーフレットを作成し保育所などの関係機関に
配布
鳥取県保険事業団による日野町、溝口町、西伯町、米
子市職員の健康診断、健康相談等を実施 ８７人

鳥取県臨床心理士会による「震災による教職員・役所
職員等援助者のための過労防止ホットライン」の設置 １件

病 　 院 メンタル ケア
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　この地震では、居住が困難で二次災害の危険もあり解体せざ
るを得ない被災家屋が多数発生したため、生活環境保全の観点
から市町村が被災家屋等の解体を行った。これについては、国庫
補助事業の対象とならないため、県において補助を行った。

市町村名 総事業費
国庫補助関係 県補助関係

市町村負担額総事業費 基本額 交付決定額 総事業費 県補助金
解体費 処分費 計

米子市 578,582,482 283,370,729 274,416,000 137,208,000 295,211,753 129,585,000 18,020,000 147,605,000 293,769,482 
境港市 749,847,637 433,970,605 412,533,000 206,266,000 315,877,032 135,014,000 22,924,000 157,938,000 385,643,637 
西伯町 329,434,607 114,879,708 99,855,000 49,927,000 214,554,899 83,170,000 24,107,000 107,277,000 172,230,607 
会見町 147,844,958 81,310,460 72,464,000 36,232,000 66,534,498 33,267,000 0 33,267,000 78,345,958 
岸本町 32,074,712 12,572,066 12,570,000 6,285,000 19,502,646 8,928,000 823,000 9,751,000 16,038,712 

日吉津村 1,596,154 980,303 980,000 490,000 615,851 307,000 0 307,000 799,154 
日南町 37,889,500 14,613,500 13,957,000 6,978,000 23,276,000 11,337,000 301,000 11,638,000 19,273,500 
日野町 693,493,677 396,767,633 366,552,000 183,276,000 296,726,044 100,715,000 47,648,000 148,363,000 361,854,677 
江府町 27,590,585 11,708,091 9,628,000 4,814,000 15,882,494 6,866,000 1,075,000 7,941,000 14,835,585 
溝口町 407,297,357 202,292,628 152,130,000 76,065,000 205,004,729 75,474,000 27,028,000 102,502,000 228,730,357 

計 3,005,651,669 1,552,465,723 1,415,085,000 707,541,000 1,453,185,946 584,663,000 141,926,000 726,589,000 1,571,521,669 

　また、解体した家屋から木くず・がれき等の廃棄物や壊れた陶
器等の不燃物が大量に発生したため、臨時収集を行い、処理を
行った。これは、災害廃棄物処理事業費補助金を受け、市町村
が実施した。

災害廃棄物処理事業費

　公立学校で被害を受けたのは、高等学校２０校、中学校２７校、
小学校７６校、養護学校４校、幼稚園４園の合計１３１校であった。
なかでも、会見小学校では校舎の柱に多数の亀裂が入り半壊状
態となるなど、大きな被害を受け、そのほかの公立学校でも校舎
外壁の剥離・亀裂、窓ガラスの破損等の被害があった。この地震
による施設被害及び児童生徒への影響は甚大で、地震の翌日の
１０月７日には県西部を中心に９７校が臨時休校の措置をとり、全
ての学校が授業を再開したのは１０月１６日のことであった。
　また、私立学校においても、校舎・園舎等に亀裂が入ったもの
が多かったが、中には地盤の液状化、沈下に伴う陥没があり、被
害を大きくしたものもあった。
　児童生徒の被害はなかったが、１０月７日は米子市内の高等学
校３校が臨時休校の措置をとり、幼稚園についても休園、自由登
園の措置をとった園があるなど大きな影響があった。

区分 ７日（土）１０日（火）１１日（水）１２日（木）１３日（金）１６日（月）
小学校 ６０ １２ ７ ３ ３ ０
中学校 ２３ ４ ２ １ １ ０

盲聾養護
学校 ４ ０ ０ ０ ０ ０

高等学校 １０ ２ ２ １ ０ ０
計 ９７ １８ １１ ５ ４ ０

公立学校の休校状況

取り壊される被災住宅

廃 棄 物 処 理

学 　 校

（単位：円）
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　地震発生直後より、多くのボランティア活動が行われた。
　県内外からのボランティアにより、屋根のビニールシート張り、
炊き出し、がれき撤去などの活動が日野町や西伯町などで展開さ
れた。
　ボランティアの派遣調整については、鳥取県社会福祉協議会が

「鳥取県西部地震鳥取県社協対策本部」を設置（１０月６日～
１１月１５日）し、必要な調整等を行った。
　また、この地震を契機として、日野町では「日野町ボランティア
センター」や「日野ボランティア・ネットワーク（ひのぼらねっと）」
が結成され、引き続きボランティア活動が行われている。
　これ以外に、砂防ボランティアや建築士ボランティア（被災建
築物応急危険度判定）などが活動を行った。（詳細は「平成１２
年鳥取県西部地震の記録」（平成１３年１０月発行）を参照）

市町村名 活動者数 活動者数のうち県外者
人数 内訳

米子市 583 85 山形、東京、京都、大阪　等
境港市 89 0 
西伯町 899 261 愛知、大阪、広島、島根、兵庫　他
会見町 203 1 岡山
岸本町 101 14 兵庫
日野町 3,０３３ 1,４９３ 島根、岡山、広島、東京、大阪　他
溝口町 440 43 島根、岡山、広島

計 5,３４８ １，８９７

ボランティア活動者延べ人数（平成１２年１２月２８日まで）

ボランティアコーディネーター派遣延べ人数
市町村名 派遣期間 県内 県外 計
米子市 １０月７日～１５日 49 15 64 
西伯町 １０月８日～１４日 57 29 86 
岸本町 １０月８日～１１月１２日 236 180 416 

計 342 224 566 

活動の打合せをするボランティアの皆さん

ボランティア
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市町村名 最終対象件数 配分額（千円） 最終配分額の配付基準重傷者 住宅全壊 住宅半壊 １次配分 最終配分 計

米子市 8 110 1,144 51,600 50,651 102,251 市義援金と併せて、重傷者１００千円／人、全壊１４２千円／世帯、半壊５０千円／
世帯

境港市 11 71 285 17,845 15,735 33,580 全壊・半壊世帯で住宅建替を行う世帯１４０千円／世帯、建替を行わない世帯
７０千円／世帯

西伯町 2 40 392 17,860 17,646 35,506 自治会へ世帯数に応じて配分

会見町 2 2 43 1,845 1,761 3,606 町義援金と併せて、老人、母子、生活保護、全・半壊世帯及び重傷者へ１０千円、
自治体へ世帯数に応じて配分

岸本町 10 350 375 725 半壊世帯に均等配分
日吉津村 1 12 520 524 1,044 全壊世帯に１００，４００円／世帯、半壊世帯に３５，３００円／世帯
淀江町 1 70 70 
大山町 2 1 175 175 
名和町 1 35 35 
日南町 12 420 450 870 半壊世帯に均等配分
日野町 4 119 433 27,335 26,187 53,522 全壊世帯に均等配分
江府町 1 35 35 
溝口町 37 182 10,070 10,490 20,560 町義援金と併せて、全壊世帯に１４０千円／世帯、半壊世帯に７０千円／世帯

計 30 380 2,516 128,160 123,819 251,979 

　この地震により被災された方 に々対する義援金を募集するため、
日本赤十字社鳥取県支部、鳥取県共同募金会、ＮＨＫ、県にお
いて受付窓口を設置した。義援金の配分は、「鳥取県西部地震」
災害義援金配分委員会を設置し、被災者への見舞金を被災市
町村に配分した。
　なお、配分後の残高については、鳥取県社会福祉協議会の災
害ボランティア活動振興基金へ積み立てることとした。

（１）義援金
２６５，２４７千円

（２）配分基準
〔第１次配分〕

重傷者７０千円／人、住宅全壊１００千円／世帯、住宅半壊
３５千円／世帯

〔第２次配分〕
・次の積算基準及び平成１３年３月３０日現在の被害件数に
応じて各市町村に配分（住宅全壊 ２点／世帯、住宅半壊 １
点／世帯）
・少額市町村へは配分しない
・義援金の使途、配付対象者、配付単価等は各市町村が独
自に決定
・残額（１３，２６８千円）については、鳥取県社会福祉協議
会の災害ボランティア活動振興基金へ積み立て

　義援物資については、提供物資の保管場所の確保が困難であ
り、また被災地で必要のない物品の提供を受けても、せっかくの
善意が無駄になるおそれがあることから、次の方法により受け入
れた。

災害対策本部救援物資班で申し出を受付
申し出のあった物資について、市町村等に希望を確認
希望のあった物資について、提供者に提供市町村等への搬
送を依頼

1.
2.
3.

区分 内容 申し出件数 提供件数 備考

食料 カップ麺、缶詰、
飲料水等 5 4

申し出内訳
県内　３
県外　１７

日用品 ざる、ちりとり、
炊飯器等 3 2

寝具 布団、毛布 2 2

衣料品 おむつ、作業服、
子供服等 4 0

その他 貸家、家具、
温泉入浴等 6 0

計 20 8

義援金配分結果

提供の申し出があった義援物資

義 援 金 義 援 物 資
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　震災直後から、いわゆる風評による被害が多く発生したことか
ら、県や関係団体等が協力して風評被害対策を実施した。

主な風評被害対策取り組み
実施日 内容 実施主体

１０月６日～ インターネットによる情報提供（県観光ＨＰ
掲載、旅行会社へのメール配信）

観光課、
県観光連盟

１０月１６日～ 風評被害対策チラシ作成（Ａ４判、
計７５，０００枚） 広報課

１０月２６日 新聞広告（全７段、モノクロ）　掲載紙（京
都新聞、神戸新聞、山陽新聞、中国新聞） 広報課

１０月２８日 神田神保町古本まつりでのＰＲ 東京事務所、
文化振興課

１０月２９日～
３１日

大阪地下鉄車内吊り広告（Ｂ３ポスター、
１，４５０枚） 広報課

１０月～
テレビ・ラジオ番組放送、テレビスポット、旅
行雑誌等への広告、大型映像装置でのスポッ
ト放映、電車吊り広告、マスコミ招致など

観光課、
県観光連盟

１１月３日 新聞広告（全１５段、モノクロ）　掲載紙
（読売新聞） 広報課

１１月６日 「元気いっぱい！鳥取県」宣言（米子市） 観光課、
県観光連盟

１１月７日～８日
旅館経営者、女将、県などによるキャラバン
隊派遣 ( 大阪、神戸、東京でのマスコミ・旅
行会社訪問、街頭宣伝）

観光課、
県観光連盟

１１月１８日 甲子園球場「阪神・巨人ＯＢ戦」でのＰＲ 大阪事務所

１１月２７日 鳥取・島根観光復興フォーラム開催（米子市）観光課、
県観光連盟

風 評 被 害 対 策




